
福岡県福祉サービス第三者評価の結果

【第三者評価機関】

【福祉サービス施設・事業所基本情報】
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◆施設・事業所の理念・基本方針

理 念

（１）「障害」は尊厳ある人格の一つの個性です。わたしたちは「互いに

愛し合いなさい（ヨハネ15：12）」（定礎）と言われたキリストの言葉

に従い、「障害」のある人が、自己の尊厳性を保ちながら、地域社会のた

だ中で一市民として、平等に生きてゆくことを目指します。

（２）わたしたちは「『障害』がある人もない人も共に地域社会の中で、

自分らしくあたり前に生活していける社会の実現」に向けた拠点として活

動していきます。

（３）わたしたちは社会の中で差別・抑圧され、弱い立場に立たされてい

る方々と出会うことを基本とし、その方々の生の声に耳を傾け、そこから

学ぶ視点を大切にします。

（４）わたしたちは「障害」のある人たちの基本的人権を尊重することを

第一とし、そこで働く者も含めて共に活き活きとできる場であることを目

指します。

基 本 方 針

人権を尊重し、差別を排除し、障がいを持つ方の生活が保障され、「可能

性を信じ、希望を持って、互いに愛しむ心で」自分らしく生きていくこと

が出来るように、利用者の支援をしていきます。

１、就労の場の提供

２、合理的配慮の提供

３、エンパワメントの視点

４、関係機関との連携

５、サービス適正化システム

６、情報公開

７、相談支援

８、送迎支援

９、障害者虐待防止のさらなる推進

10、感染症及び災害への対応

11、その他の支援



◆施設・事業所の特徴的な取組

・就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型ともに一人ひとりの能力、技術水準、ニーズに応

じて支援がなされています。また就労の場面だけではなく、生活面、地域での生活に向

けての支援もされています。

・パンの製造、タオルの縫製、施設内の清掃の3事業を行っています。タオル縫製は、専用

の機械を導入し多くの受注をこなしています。作業工程も複雑で職員は利用者に事故が

起きないように常に気を配っています。品質管理は幾重にもなされ丁寧な仕事ぶりが伺

えます。利用者は、与えられた仕事を責任感もって取り組んでいます。

・パン製造では、早朝から就労が始まり11時ごろには販売へ出かけるといった就労体制で、

利用者はやりがいを持って取り組んでいます。職員は、販売先の確保やお客様のニーズ

に合わせた製造管理、ギフトセットを作りプレゼント商品を利用者とともに考え製造し

ています。

・歴史のある施設であるため古く老朽化はしていますが、清掃担当の利用者により皆が気

持ちよく働けるよう隅々まできれいにしており清潔です。また、地元企業への就労利用

者は、社会モラルを学びながら適応に務め一般就労に向けて努力しています。

・職員は、就労支援のみに留まらず、利用者の背景にある生活の中での困り事や悩み等、

積極的に関連機関とも連携しながら支援に努めています。

・日ごろから利用者とのコミュニケーションが良く取れており、職員と強い信頼関係で結

ばれています。また、利用者管理は身体面だけに留まらず精神面の把握がしっかりなさ

れているため、その日の状態や利用者の気持ちをくんだ就労支援へと対応しています。

そのため、それぞれの利用者の気持ちに寄り添い、生活支援や社会活動も個別に対応で

きています。

◆第三者評価の受審状況

評価実施期間

契 約 日 令和３年９月３０日

訪 問 調 査 日 令和３年１２月２３日、２４日

評価結果確定日 令和４年３月１日

受審回数（前回の受審時期） 今回の受審： １回目（前回 平成   年度）



【評価結果】

１ 総  評

（１）特に評価の高い点

（２）改善を求められる点

１）福祉サービス提供について

施設長および副施設長は就労継続支援Ａ型、Ｂ型の賃金と工賃のアップで所得保障を図

れるよう事業の選択をされています。

事業所は、利用者の、作業や人間関係の悩み事等の把握に努め、対応し、寄り添い、支

援を行っています。日常の生活の中でも、心配事や体調に不安がある利用者に対しては、

自宅等に訪問し対応しています。コロナ禍で、パンやタオルの売り上げが減少し厳しい現

状の中でも、利用者への工賃が下がらない様に取り組んでいます。

２）職員の労働環境について

多くの会議を開催され、職員の意見を反映した事業計画が立てられています。時間内に

会議を開催することで時間外勤務を減らす工夫をしており労務管理もしっかりとされてい

ました。

３）利用者支援と地域との関係性について

職員は、利用者との対等な関係性の中で責任をもって支援を行っています。そのため、

管理者はもとより、どの職員も利用者の個性をよく把握されており、心温まる適切な個別

対応ができています。

法人組織が大きく、長年地元に根差し活動してきた経緯から、地元企業との付き合いや

地域交流等での信頼関係も強いです。

１）中・長期計画策定について

単年度計画は丁寧に作成されていますが、中・長期計画は未作成です。

理念・基本方針に基づき実施する福祉サービスの内容、組織体制、職員体制、人材育成

等の分析を行い、課題や問題点を明確にし、その課題の解決に取り組み、ビジョンを実現

するための具体的な３～５年の中・長期の事業計画と収支計画を策定し、経営・運営の安

全性を図ることが望まれます。

２）記録・マニュアル等整備について

個別支援は十分になされていますが、記録等の整備が十分とは言い難い状況です。記録

は後から閲覧することもありますので、探しやすいように整備することが求められます。

また、可視化できる記録や職員の質の一定基準を満たすマニュアル（プライバシーの保

護、感染の予防と対応、リスクマネジメント、防災等）の整備は必要と思われます。法人

全体とそれぞれの施設の役割に応じたマニュアルの作成が望まれます。



２ 第三者評価の結果に対する事業者のコメント

３ 共通評価基準及び個別評価基準の評価項目による第三者評価結果（別添）

今回、第三者評価を受審したことで当事業所の誇れるべき強みと改善すべき課題等が整

理でき、今後の充実に向けて見つめ直す良い機会となりました。

評価結果を真摯に受け止め、評価の高い点については更なるブラッシュアップに努め、

課題に対しては実直に向きあい解決して参ります。とりわけ「中・長期計画」については

早急に策定し、事業所の地域移転に向けた取り組みを加速させ、利用者と職員がより良い

環境で働ける日が一日でも早く実現するよう努めて参ります。また、これまで暗黙知に頼

った支援や技術があれば形式知化させ、記録やマニュアル等の整備に力を入れて支援の質

の底上げに繋げたいと思います。

これからも法人理念に則り、利用者を中心としながら持続可能な事業運営がなされるよ

う職員一丸となって日々精進して参る所存です。



評価 コメント

1 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ｂ

　理念、基本方針については、法人パンフレット、事
業所パンフレット、ホームページに記載されていま
す。法人が目指す「障がい」のある人たちの基本的人
権を尊重する、そこで働く者も含めてともに活き活き
とできる場になるという事も読み取ることができま
す。
　その基本方針は、階層別研修会（新入職員・責任
者・管理職・常勤職員・全職員）で周知され、理解し
実践されています。特に、新入職員の研修時には丁寧
に説明しています。
　基本方針は、研修会の折に機会あるごとに説明はし
ていますが、理解につながっていない職員も一部存在
します。今後は、説明するだけではなく理解できてい
るかの確認をし、全ての職員が法人の基本方針を実践
していくことを期待します。

2
事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。 ｂ

　厚生労働省の発行するセルプ通信を通じて国の施策
や地域の福祉計画の動向等の内容について、把握がな
されています。また、利用者数の推移については会議
の中で毎月確認が行われています。更に、責任者会議
において利用者数の推移を把握しています。１か月ご
との利用者充足率は、法人施設連絡会議で確認し把握
がなされています。
　今後、把握したものの分析を行い一層の安定した継
続性のある運営をすることを期待します。

3
経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。 ａ

　利用者が、高齢化・重度化していることが原因でタ
オル部門の検査作業をできる人が少なくなっていま
す。しかし、タオルの受注枚数は増えており、職員に
負担がかかっていることが経営課題となっていると分
析がなされています。取り組みとしては、賃金（工
賃）を高く設定し利用者に選ばれる事業所となれるよ
う単価交渉等も行っています。
　経営状況は、副施設長が職員に口頭で説明していま
す。
　今後は、会議の議事録を使い説明することにより職
員の理解を得ることが求められます。

4
中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。 ｃ

　中・長期計画の策定については、事業所として今後
の課題ととらえています。
　今後は、３年～５年の中・長期計画を策定し理念や
基本方針実現に向けたビジョンを示し、さらなる経営
課題や問題点の解決・改善につなげていくことが望ま
れます。

5
中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。 ｃ

　単年度計画は、丁寧に細かく策定がなされていま
す。
　今後は、中・長期計画をもとに単年度計画を策定し
事業の実施状況や具体的な成果の評価をしていくこと
を期待します。

Ⅰ-2-(1)-②

Ⅰ－３　事業計画の策定

【障がい者・児版・評価項目による評価結果】

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

項　　　目

Ⅰ-1-(1)-①

・

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ-2-(1)-①

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-3-(1)-①

Ⅰ-3-(1)-②

1



6
事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組
織的に行われ、職員が理解している。 ｂ

　事業計画作成前に利用者アンケートを実施し、これ
をもとにスタッフ学習会で次年度の事業計画の策定が
なされており、職員が参画できるように工夫していま
す。完成した事業計画は、年度初めに職員に１冊ずつ
配布し、丁寧に説明し職員の理解が促されるように取
り組みが行われています。
　配布された事業計画を理解し実践している職員は、
半数程度だと事業所は分析しています。原因としては
「各事業ごとに異なる場所で業務を行っている」「時
間差出勤を行っている」ためではないかとの分析もな
されています。
　今後は、各事業ごとに丁寧な説明を行い、全職員が
理解し業務を遂行することを期待します。

7
事業計画は、利用者等に周知され、理解を促してい
る。 ｂ

　年度末に利用者家族説明会において、説明用の資料
を作成し説明を行っています。
　事業所は利用者によっては理解力に差があるため、
さらに工夫の余地があると認識を持っています。
　「説明書にふりがなをふる」「わかりやすい言葉で
表現する」等の工夫を行い、利用者及び家族にも事業
計画がしっかりと理解されることを期待します。

8
福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ
れ、機能している。 ｂ

　サービスの質の向上を目指すことを目的に独立した
PDCA会議を、毎月1～２回の頻度で開催しており評価
を行っています。「できることに目を向ける」ことを
目標に、利用者個人のニーズにより見直しがなされて
います。
　定期的な自己評価と評価結果を分析する場を設ける
等の取り組みを行い、さらなる質の向上を期待しま
す。

9
評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確
にし、計画的な改善策を実施している。 ｂ

　評価の結果は、文書化され会議で毎月伝えられてお
り回覧もしています。改善の取り組みは、期限を決め
て行われ計画的に実施しています。
　今後は、職員が参画し、改善策や改善計画を策定す
ることにより、中・長期計画に反映されることが望ま
れます。

10
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。 ｂ

　管理者の役割や権限、責任については、各事業の運
営規程に明記されていますが、職員への伝わり方はあ
いまいな部分があります。
　特に災害などの有事の際の役割と責任、不在時の権
限委任については、災害対応マニュアルの中に明記す
る等、管理者のリーダシップをもとに職員が安全に安
心して業務が遂行されることを期待します。

11
遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。 ｂ

　管理者は、大牟田市商工会議所の経営塾や同会議所
主催のセミナーに参加しています。また労働基準法、
高齢者虐待防止法等の遵守すべき法令も把握し、残業
時間数、有給休暇数も適正に管理されています。また
環境保全に関する法令も遵守し、ビニール、プラス
チック製品を使い捨てにしない工夫もなされていま
す。
　受講したセミナーでは、法令遵守をとりあげていた
かは把握されておらず確認できませんでした。今後
は、セミナーや研修の内容を保管し、機会あるごとに
職員研修に役立てられることを期待します。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-3-(2)-①

Ⅰ-3-(2)-②

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ-4-(1)-①

Ⅰ-4-(1)-②

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ-1-(1)-①

Ⅱ-1-(1)-②
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12
福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指
導力を発揮している。 ｂ

　管理者は、PDCA会議および各事業の会議に参加
し、毎日の記録でも「実施するサービスの質」の確認
を行っています。さらに、職員の意見を反映させるた
めに管理者、副施設長、事業責任者でミーティングを
行っています。
　今後は、ミーティングの結果を文書化し書面に残す
ことにより職員の教育・研修の充実を図ることが望ま
れます。

13
経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発
揮している。 ｂ

　財務については、毎月の試算表を作成し、収入支出
の把握を行っています。人事配置については、副施設
長から情報を報告、法人全体で経営改善に取り組んで
います。
　分析の手法は決められたものがなく可視化されてい
ません。今後は、実効性の分析の手法を確立し、将来
の管理者交代時にも備え、組織として取り組みを進め
ることが望まれます。

14
必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画
が確立し、取組が実施されている。 ｂ

　人材確保と育成については、法人事務局がその役割
を担っています。法人内の各施設長と法人事務局とで
会議が開催されています。採用活動については、５
月・６月に学校に働きかけを行い、１０月～１２月に
ホームページで募集をしています。
　人材育成については、法人で一括して新任研修を丁
寧に行っています。その後は、階層別研修に移行して
います。
　今後は、経験年数による段階的研修を行い計画に基
づいた人材育成を行うことにより、職員の能力アップ
につながり、更なる定着を希望します。

15 総合的な人事管理が行われている。 ｂ

　法人の「期待する職員像」は、各事業の責任者につ
いては明確なものがあります。職務に関する評価は、
施設長と副施設長が職員と面談し、口頭にて行ってい
ます。また、独自の給与表を持ち１年に１号俸昇給し
ています。
　職員の専門性や職務遂行能力等も基準を明確にし、
承認基準にしていくと、公平感もあり職員が自らの将
来像を描くことができ、スキルアップも期待できま
す。

16
職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。 ｂ

　毎月施設長、副施設長は有給休暇一覧表、残業一覧
表を作成し確認をしています。副施設長が計画的に有
給休暇を取得するよう職員には働きかけています。
　福利厚生は法人互助会とワークセンター互助会があ
りより安心なものとなっています。
　悩み事を持つ職員は、副施設長に相談をしています
が、定期的な個別相談は行われていません。今後は、
組織として相談窓口体制を整え、より働きやすい職場
づくりを推進することを期待します。

17 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ｃ

　事業に関する目標管理はできていますが、職員個人
に関する目標管理にまでは至っていません。今後は法
人として職員一人ひとりへの「期待する職員像」を明
確にし、職員と面談を行い、目標設定を実施し年度末
には目標達成度の評価を行う等して目標管理を実施す
ることが望まれます。

18
職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。 ｂ

　単年度の研修計画は、策定がされています。外部研
修については、案内が来ているものは職員に周知して
います。
　法人内の階層別研修には、参加しています。外部研
修を受けた職員は、伝達研修を行い全職員に伝わるよ
う工夫がされています。
　法人が職員に必要とされる専門技術や資格を明示
し、それとの整合性が確保された体系的な研修を職員
全員が受けることができるように配慮がなされること
を期待します。

Ⅱ-2-(3)-①

Ⅱ-2-(3)-②

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-1-(2)-①

Ⅱ-1-(2)-②

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-2-(1)-①

Ⅱ-2-(1)-②

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-2-(2)-①

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
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19
職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。 ｂ

　資格の把握は、介護福祉士のみ登録証にて行ってい
ます。また、職員一人一人の知識、技術水準について
は責任者が把握しています。研修の機会は、保障され
ており業務として参加することができています。
　職員の知識、技術水準については、誰もが客観的に
評価できる基準を設け、責任者の交代があっても公平
に把握できる方法が確立できることが望まれます。
　研修成果の評価、分析を行うことによりサービス全
体の質の向上が期待できます。

20
実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成
について体制を整備し、積極的な取組をしている。 ｃ

　現在実習指導者を配置していないため、事業所で実
習生を受け入れることは難しい状況になっています。
事業所見学は受け入れています。
　現在は実習生の受け入れはありませんが、体制の整
備やプログラムの準備を行い、受け入れ可能になるこ
とを期待します。

21
運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい
る。 ｂ

　予算・決算事業計画等は、ホームページ上に掲載し
公表しています。法人機関誌は、施設内に設置し、ふ
れあい講演会などを校区内に呼び掛けており事業所の
役割や存在意義を地域に知ってもらう工夫がされてい
ます。
　第三者委員からの苦情内容の報告は、その都度なさ
れていますが、ホームページなどでの公表はされてい
ません。
　苦情対応についても情報公表をすると、地域住民、
利用者、利用者の家族も目にする機会が増え、事業所
の取り組みを評価してもらうきっかけとなることが期
待できます。

22
公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組
が行われている。 ｂ

　会計は、毎月税理士の助言を受けながら法人の経理
規程に則り処理されています。決算時は、法人の監査
委員による内部監査が行われています。
　今後は、外部監査も視野に入れながらその結果に基
づく経営改善を進めることを期待します。

23
利用者と地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。 ｂ

　地域で開かれる祭りや文化祭、商工会のイベント等
への参加協力を行い、利用者と地域との交流に繋げる
と共に、障害者事業への啓発を図っています。
　地域との関わりについて基本的な考え方を文書化し
たり、ボランティアが支援を行う体制などを決めてお
くことにより、地域の方も関わりやすくなると考えま
す。

24
ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。 ｃ

　地域の高校生からのインタビューの申し込みや、学
校からの要請に対して協力しています。
受け入れ体制の整備や学校教育等への協力について、
基本姿勢の明示やマニュアルを整備する事で、ボラン
ティア受け入れ時に事故やトラブル等を防ぐ事になり
ます。

25
福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、
関係機関等との連携が適切に行われている。 ｂ

　福祉の栞の活用で、地域の関連機関や団体等の把握
しています。また、障がい者協議会等へ参画や公的機
関からの事業所見学や製品の販売会、共同受注の窓口
の協力等で、相互に関係機関との連携を行っていま
す。
　社会資源等、資料の内容を周知し、職員間での情報
の共有化を図られる事が望まれます。

Ⅱ-2-(3)-③

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ-2-(4)-①

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-3-(1)-①

Ⅱ-3-(1)-②

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-4-(1)-①

Ⅱ-4-(1)-②

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-4-(2)-①
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26
地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われて
いる。 ｂ

　地域の障がい者協議会の就労支援部会や自立支援協
議会に参画し情報共有し、地域の福祉のニーズの把握
はなされています。
　地域住民の相談や、地域との交流後のアンケートの
実施や検討等で、事業所が地域社会で必要とされる役
割や機能を発揮するための、積極的な取り組みに期待
します。

27
地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。 ｂ

　まちづくり協議会の実行委員会メンバーとして行事
に参加したり、地域の商店街や商工会議所のイベント
に協働しています。病院や高齢者施設等に、事業所の
パンの移動販売を行っています。地域の共同募金に協
力しています。また民生委員と、認知症の方について
の相談等で連携しています。
　地域への防災対策や福祉的支援等について、福祉事
業所としての役割や取組を、日頃から知らせる情報提
供の取り組みに期待します。

28
利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理
解をもつための取組を行っている。 ｂ

　法人の基本理念に利用者の尊重を明示して、毎年
度、勉強会や研修会を行い、職員に周知を図っていま
す。
　利用者の尊重や基本的人権への配慮について、定期
的に状況把握や評価等を行うことにより共通理解を深
めることを期待します。

29
利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提
供が行われている。 ｃ

　職員は、日頃からプライバシーに配慮した対応をし
ています。また、運営規程に個人情報保護規程の記載
はあります。
　プライバシー保護に関する規程やマニュアル等を整
備し、より職員に理解を図るとともに、姿勢を利用者
や家族に周知していくことが望まれます。

30
利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を
積極的に提供している。 ａ

　ホームページやパンフレットに、事業所の情報を載
せて提供され、公的機関等にパンフレットを配布して
います。また利用希望者に対しては、見学や相談を随
時に受け入れ、利用料や賃金（工賃）等についても説
明しています。

31
福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかり
やすく説明している。 ｂ

　書面で利用者や家族、後見人に説明し、個人情報に
関わる同意も含め、記名や押印を受領されています。
変更に関しては、利用者、家族等からの希望や状態変
化時に、時間の短縮や仕事内容の変更について、話し
合い、説明をして再契約をしています。
　説明にあたり、利用者や家族に分かりやすいような
工夫や障害の特性に合わせた説明のルール化、手順等
備される事を望みます。

32
福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福
祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている ｂ

　サービス利用終了後も、利用者から事業所に毎日、
相談の電話があり傾聴、移行先の支援事業所に繋いだ
り、独居で心疾患の方のところへ職員が安否確認のた
めに訪問したりと対応を行われています。
福祉サービスの継続に配慮した手順と引継ぎ文書や、
サービスの利用の終了時にその後の担当者や相談方法
が記載された項目の追記等を整備されると利用者や家
族も安心できると考えます。

33
利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組
を行っている。 ｂ

　利用者アンケート調査を毎年行って、利用者職員懇
談会を開催しています。昼食内容についてのアンケー
トも実施しています。また毎週月曜日に利用者と職員
参加の連絡会を行い、意見や要望を確認しています。
調査に関しての検討や評価の記録の整備が望まれま
す。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-4-(3)-①

Ⅱ-4-(3)-②

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-1-(3)-①

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ-1-(1)-①

Ⅲ-1-(1)-②

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ-1-(2)-①

Ⅲ-1-(2)-②

Ⅲ-1-(2)-③
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34
苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。 ｂ

　重要事項説明書に苦情解決の窓口等を記載し、利用
者や家族に説明しています。また、事業所内にも苦情
解決についての仕組み等分かり易く図解したポスター
を数か所に掲示しています。
　苦情解決のマニュアルや個人情報に配慮した苦情解
決の結果公表の仕組みの検討等について、今後の課題
として期待します。

35
利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用
者等に周知している。 ａ

　利用者は、仕事や対人関係等について、職員に相談
するなど日常的な信頼関係が見られます。また、毎週
月曜日に利用者、職員参加の連絡会があり、利用者は
意見や要望を述べやすい環境があります。
　外部への相談手段が複数あることを掲示物や書面に
記載し、利用者や家族に説明しています。またプライ
バシーに配慮した相談室で、利用者等が相談しやすい
雰囲気があります。

36
利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に
対応している。 ｂ

　利用者担当制はありませんが、作業担当職員や事務
職員、副施設長等が、利用者の意見や要望についてそ
の都度相談対応しています。
　対応マニュアル策については、全職員が体系的に対
応できるようにマニュアルの整備が求められます。

37
安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。 ｂ

　8月にリスクマネジメントの勉強会を実施していま
す。送迎の事故報告書はありますが、ヒヤリハットに
ついては、利用者の作業、個別支援記録の中に記載し
ています。本年度中には、事業所にて、利用者作業時
等のヒヤリハット学習会を予定され、また今後、法人
全体としてリスクマネジメント委員会の発足を考慮中
です。
　マニュアルを作成する事により、リスクを軽減でき
安心で安全なサービス提供が期待できます。

38
感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のた
めの体制を整備し、取組を行っている。 ｂ

　施設長がオンラインで感染症の研修会に参加され、
年度内に伝達講習の予定があります。感染予防や対策
について、施設内数か所にポスターや資料を掲示され
ています。また、消毒薬や検温機、パーテーション等
の設置があり、責任者は、利用者や職員のインフルエ
ンザ、コロナウイルスの予防接種状況を把握し、発熱
時のルール等を定め周知、対応されています。感染の
予防や対応マニュアルについては、今後作成を望みま
す。

39
災害時における利用者の安全確保のための取組を組織
的に行っている。 ｂ

　10月に火災訓練（通報、避難、消火等）を行い、
職員は役割を毎年度交替し、参加しています。避難経
路図も施設内に数か所掲示しています。事業所の緊急
時連絡網があり、職員が分担して利用者等に連絡する
体制が整っています。風水害には、気象情報を基にし
て、本人・関係者の了解を得て、早めの作業終了で送
迎をしています。
　法人の体系的な防災マニュアルはありますが、事業
所の形態に即した防災マニュアルの作成に期待しま
す。

40
提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文
書化され福祉サービスが提供されている。 ｃ

　事業所の福祉サービスにおいては、利用者一人ひと
りの障がいに対して寄り添い、サービスが提供されて
います。
　標準的な実施方法には、基本的な業務手順や留意点
の他、利用者の尊重、プライバシー保護や権利擁護の
姿勢等の明示が求められます。実施方法の文書化と、
それにもとづいた福祉サービスの提供が望まれます。

41
標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立
している。 ｃ

　標準的な実施方法については、明文化されている文
書と見直しの仕組みについて、今後の課題として取り
組まれることを期待します。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-1-(4)-①

Ⅲ-1-(4)-②

Ⅲ-1-(4)-③

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ-1-(5)-①

Ⅲ-1-(5)-②

Ⅲ-1-(5)-③

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-2-(1)-①

Ⅲ-2-(1)-②
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42
アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定し
ている。 ａ

　サービス計画担当者が、利用者や家族からの聞き取
りや面談にて状況や課題を把握し、職員からも情報収
集しています。担当者会議等で職員や関連機関からの
意見を踏まえ総合的に、個別支援計画を作成していま
す。

43 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 ａ

　個別支援計画の見直しを１年に1回、モニタリング
は半年毎に行い、その都度に定期的に会議で職員と情
報共有しています。
　利用者の状態変化時や本人の意見、職員からの情
報、家族からの相談により、随時に見直しています。

44
利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に
行われ、職員間で共有化されている。 ｂ

　職員は、利用者の作業等について、作業日誌および
個別の支援経過に記録をしています。
　毎日の申し送りや職員会議、毎週月曜日の連絡会等
で利用者の情報や連絡事項を職員間で共有していま
す。
　記録内容に差異がないように、記録要領の作成や職
員への指導の工夫などが望まれます。

45 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ｂ

　利用者に関する記録物は、事務所の鍵のかかる棚に
保管されています。
　個人情報に関して利用者と家族、職員に対して書面
にて説明し、同意、捺印を得ています。
　職員の教育や研修の機会を設け、個人情報保護規程
の理解や遵守、また記録管理責任者等の設定など期待
します。

評価 コメント

46
利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行って
いる。 ｂ

　就労にあたり利用者のできる仕事・したい仕事を考
慮し、希望に添う配置を行っています。
　定期的に行う個人評価表を基に、個別支援をする事
で主体的な活動が出来ています。また、利用者のペー
スに合わせ目標を決め取り組んでいます。
　職員は、利用者の自己決定について共有しその都度
検討することを期待します。

47 利用者の権利擁護に関する取組が徹底されている。 ｃ

　権利擁護は法人を挙げて整備をしていますが、具体
的な取り組みが明確とは言い難い状況です。
　家族や利用者等へは、パンフレットで周知し個別支
援で徹底されていますが、マニュアルはなく職員各々
の意識によるところが大きいです。職員の共通意識と
してマニュアルの作成を期待します。

48 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。 ａ

　行政等の手続きや日常生活の支援について、随時対
応しています。特に生活支援においては、利用者の希
望や状況に応じ柔軟に対応し安心して地域生活が送れ
るよう支援しています。職員の気配り、見守りが徹底
しています。

49
利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段
の確保と必要な支援を行っている。 ａ

　聴覚障がいを持つ利用者がいることで、職員は手話
勉強会を開催し修得に取り組んでいます。さまざまな
コミュニケーションツールを用い利用者との会話の手
段としています。

50
利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に
行っている。 ａ

　日頃の関りの中で話しやすい関係性を作り、利用者
の意思を尊重し傾聴しています。利用者自ら相談室に
職員を呼び相談をもちかけたり、送迎時一対一となる
場面を使い話し込む場面があったり適切に対応してい
ます。

A-2-(1)-②

A-2-(1)-③

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

Ａ－１－（１） 自己決定の尊重

項　　　目

A-1-(1)-①

Ａ－１－（２） 権利擁護

A-1-(2)-①

Ａ－２　生活支援

Ａ－２－（１）　支援の基本

A-2-(1)-①

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-2-(3)-①

Ⅲ-2-(3)-②

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-2-(2)-①

Ⅲ-2-(2)-②
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51
個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っ
ている。 ａ

　月～金は就労、土曜は行事と、週のリズムを基本に
野球観戦や新年会、地域の行事、パソコン教室等利用
者の希望に応じさまざまな取り組みがなされていま
す。利用者の高齢化や障がいの程度に応じ個別対応し
ています。

52
利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行ってい
る。 ｂ

　さまざまな障がいと共に高齢化している利用者への
支援について、職員一人ひとりの専門知識や対応につ
いてはレベルの差もあるため、勉強会を行いその内容
を回覧でも周知しています。引き続き専門知識・技術
の質の向上に取り組み、支援されることを期待しま
す。
　職員は、専門的理解と個別支援会議を通じて作業担
当職員や就労先との連携を図っています。

53
個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行ってい
る。 ａ

　日常生活が整うことで就労も安定してくることか
ら、個別支援計画にもとづき、日常生活動作支援およ
び生活関連動作支援を行っています。
　年２回食事等のアンケートを実施し、モニタリング
から個別支援計画の見直しを行い希望に添う支援をし
ています。

54
利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確
保されている。 ａ

　専門業者と就労支援にて清掃を行い、清潔な環境保
持がされています。
　利用者の状況に応じ作業や休憩を個室で行っていま
す。休憩時間には喫煙や談話等、それぞれ穏やかに過
ごせる環境が確保できています。

55
利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を
行っている。 ｃ

　リハビリ専門職の配置や連携はなく、計画的に実施
されるとはいえません。午前・午後の15分の休憩時
間には主体的なストレッチなど取り組んでいる利用者
の姿もみられます。重度心身障がいのある利用者へ
は、朝・昼・夕生活支援員ができる他動運動等を行っ
ています。

56
利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等
を適切に行っている。 ａ

　労働安全衛生法に基づき年1回健康診断を実施して
います。再検査の場合、速やかに家族へ報告し経過観
察しています。医療的サポートが必要な利用者には、
訪問看護師、主治医と連携を取り服薬管理等支援して
います。

57
医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提
供されている。

非該当（医療的な支援は実施されていません）

58
利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のため
の支援を行っている。 ｂ

　利用者アンケートにて社会参加や学習について希望
を把握し次年度の事業計画に盛り込んでいます。
　ATMの使い方等利用者の希望による社会生活に必要
な学習支援に取り組んでいますが、家族の希望にも寄
り添う利用者の学習支援を期待します。

59
利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地
域生活のための支援を行っている。 ａ

　校区にあるまちづくり協議会に利用者と共に参加
し、地域生活がスムーズに行えるよう日頃から取り組
んでいます。
　グループホームを希望される利用者が多い時は、相
談支援員等とチームを組みアパート1棟借り支援して
います。

A-2-(1)-④

A-2-(1)-⑤

Ａ－２－（２）　日常的な生活支援

A-2-(2)-①

Ａ－２－（３）　生活環境

A-2-(3)-①

Ａ－２－（４）　機能訓練・生活訓練

A-2-(4)-①

Ａ－２－（５）　健康管理・医療的な支援

A-2-(5)-①

A-2-(5)-②

Ａ－２－（６）　社会参加、学習支援

A-2-(6)-①

Ａ－２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

A-2-(7)-①
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60
利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行ってい
る。 ｂ

　利用者の高齢化からその家族も必然的に高齢者とな
る為、親が先に亡くなった時の不安や相談を受けるこ
とが多く、定期また適宜に連絡を取り連携をしていま
す。
　家族自体に支援が必要な家庭もあり把握は出来てい
ますが、その支援者とも連携を行い総体的な支援を期
待します。

61
子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発達支援
を行っている。

評価外

62
利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行って
いる。 ａ

　利用者の希望と可能性に応じ仕事の役割を決めてい
ます。個人評価表にて仕事の可視化を行いケース会議
等で支援課題を上げ対応しています。
　地元企業と契約をび12名が施設外就労し社会的マ
ナー支援も行っています。

63
利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と
配慮を行っている。 ａ

　年1回又は必要に応じて個人評価表を用い就労状況
を判断し対応しています。
　給与についても個別に説明し、適切に支払われてい
ます。
　利用者の意欲と生活の安定を図る為に職員は賃金
（工賃）アップを図る工夫と努力を重ねています。

64
職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫
を行っている。 ｃ

　同法人内にある就労移行支援にて、情報を得る機会
があり、掲示板に求人票を掲示し希望者を募っていま
すが、利用者の一般就労希望はなく、就労先の拡大に
は至っていません。自立した生活費を得るための賃金
（工賃）を考慮すると内職等への案内は厳しく、社会
における「合理的配慮」を働きかける取り組みを継続
的に行うことを期待します。

Ａ－２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援

A-2-(8)-①

Ａ－３ 発達支援

Ａ－３－（１）　発達支援

A-3-(1)-①

Ａ－４ 就労支援

Ａ－４－（１）　就労支援

A-4-(1)-①

A-4-(1)-②

A-4-(1)-③
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